
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｃ６－３３００ 調理用かくはん器 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｃ６－３３０ 全 調理用かくはん器 

Ｃ６－３３３ 全 カクテルシェーカー 

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

調理用撹拌器 泡立て器 マヨネーズ製造器 

粉練り器 米とぎ具 フードミキサー 

カクテルシェーカー シェーカー  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

 食品を撹拌して泡立てたり、混ぜ合わせたり、練ったりする器具で、電動、手動を問わない。 

カクテルを混合するためのシェーカーも含まれる。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

容器形状の米とぎ器（Ｃ５－４５４１）は含まれない。Ｃ６－３３００の米とぎ具とは米を洗う時に使用するもの

をさす。容器形状の洗米器はメカニックな機構が付いていても、調理用ボール（Ｃ５－４５４１）に分類する。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係，懸案事項など） 

  

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

納豆解し器 ミキサー  

 

Ｃ6-330 1071174号 米とぎ具 

 

1152984号 ミキサー 

 

1170067号 納豆解し器 

 

Ｃ5-4541 1059456号 米とぎ器 

 

1001784号 シェーカー 

 


